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議案第４９号  
 
西条市廃棄物の処理及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例について  
 

西条市廃棄物の処理及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例の一部を改

正する条例を次のように定める。  
 

令和７年３月２６日提出 
 

西条市長  高 橋 敏 明  
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西条市廃棄物の処理及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例  
西条市廃棄物の処理及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例（令和４年

西条市条例第２１号）の一部を次のように改正する。  
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。  

改正後  改正前  

附 則  附 則  

３ 前項の規定にかかわらず、この条例

による改正前の西条市廃棄物の処理及

び環境美化に関する条例別表に規定す

る家庭系廃棄物の排出に用いる指定袋

（前項の規定によりなお従前の例によ

ることとされたものを含む。）は、令

和５年４月１日から令和７年１２月３

０日までの間、新条例別表に規定する

家庭系廃棄物の排出に用いる指定袋と

みなして排出に用いることができる。  

３ 前項の規定にかかわらず、この条例

による改正前の西条市廃棄物の処理及

び環境美化に関する条例別表に規定す

る家庭系廃棄物の排出に用いる指定袋

（前項の規定によりなお従前の例によ

ることとされたものを含む。）は、令

和５年４月１日から令和７年３月３１

日 までの間、新条例別表に規定する

家庭系廃棄物の排出に用いる指定袋と

みなして排出に用いることができる。  

附 則  
この条例は、公布の日から施行する。  
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提案理由  
家庭系廃棄物の排出の有料化によるごみの減量を維持しつつ、新制度移行への混

乱防止を図るため、所要の条例改正を行おうとするものである。  
 


